
不動産業界における暴力団排除の取組状況について

不動産流通４団体（(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不

動産流通経営協会及び(社)日本住宅建設産業協会）は、この度、不動産売買、住宅賃貸及

び媒介各契約書に係る暴力団排除条項及び暴力団による買受不動産の事務所使用禁止条

項等を新たに策定し、平成２３年５月末までに各会員に導入を要請しました。これによ

り、暴力団員による不動産の取得・借入や暴力団事務所の設置が困難となるほか、暴力

団事務所が設置された場合の速やかな排除が期待されます。

不動産業界における暴力団排除の取組を支援するため、これら条項を当ホームページ

に掲載します。

なお、詳細については、当ホームページ内の警察庁の訓令・通達ページに掲載された

「不動産取引からの暴力団等反社会的勢力排除対策の推進について」（平成２３年６月

９日付け警察庁丁暴発第１２１号）を参照して下さい。


